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労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供

ビジネスマナー

セキュリティ･コンプライアンス

陸上特殊無線技士(第1級～3級)

⑦ 待遇決定方式について

労使協定締結あり

【対象となる派遣労働者の範囲】

放送番組の制作におけるディレクター業務、撮影業務、

音声業務、編集業務

【有効期限の終期】

令和８年３月３１日

③

④

⑤ 27,090円(1日8時間当たり換算)

14,884円(1日8時間当たり換算)

マージン率には以下が含まれます

･社会保険料(雇用保険､厚生年金､健康保険､労災保険)

･福利厚生費(有給休暇､健康診断等)

･教育研修費(資格取得費用、講習受講費用等)

･会社運営費

･営業利益

その他

⑥

⑧

派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

教育訓練に関する事項

労働者派遣に関する

料金額の平均額

派遣労働者の

賃金額の平均額

①

②

15人

3件

45.06%


